
外来トレーラー自働化に係る実証事業実施場所のイメージ図

○港湾において自働走行トレーラーを導入する際の安全性を確保するため、外来トレーラーのターミナル内外の走行、ゲート処理
との連携、荷役機器との連携等、港湾特有で必要となる事項について安全性の検証を行う。
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自働走行のON/OFFの切替

道路交通法適用外：実証事業実施場所道路交通法適用：実証事業対象外

コンテナ5段積み

50m

100m

コンテナターミナル以外の場所にコンテナターミナルを再現し、
自働運転トレーラーを走行させるための用地
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